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このウェビナーシリーズは、RCEP協定に関する規定の解釈を意図したもので
はありません。また、このウェビナーで取り上げられている規定について法
的な助言や意見を提供するものでもありません。

このウェビナーの目的は、RCEP協定の一般的な理解を深め、分かりやすい解
説と一般的な説明を提供することです。

本プレゼンテーションは、特定の機関や政府の意見・声明を示すものではあ
りません。本プレゼンテーションに関するあらゆるコメントや参照は、発表
者に帰属します。
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我が国の経済連携協定（EPA／FTA）等の取組｜外務省 (mofa.go.jp)

日本-シンガポール（2002年）第一改正議定書（2007年）

日本-マレーシア（2006年）

日本-タイ（2007年）

日本-インドネシア（2008年）

日本-ブルネイ・ダルサラーム（2008年）

日本-ASEAN（AJCEP）（2008年～2010年）（11回の交渉を実施）

第一改正議定書（2020年）（日本と5つのAMSの間で発効、他のAMSは追随 ）

日本-フィリピン（2008年）

日本-ベトナム（2008年）

TPP11(CPTPP)(2018年 )(日本、ブルネイ、マレーシア、シンガポール、ベトナムの間で)

RCEP（2020年）（日本とASEAN10カ国間）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/
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1 χṛ ẉόԁ Ṱ
第2章 物品の貿易
第3章 原産地規則 附属書3A（品目別規則） 附属書3B（ ）
第4章 税関手続及び貿易円滑化 附属書4A（約束の実施のための期間）
第5章
第6章 任意規格、強制規格及び適合性評価手続
第7章 貿易上の救済 附属書7A（ダンピング防止税及び相殺関税の手続に関する慣行）
第8章 サービスの貿易 附属書8A（金融サービス） 附属書8B（電気通信サービス） 附属書8C（自由職業サービス）
第9章 自然人の一時的な移動
第10章 投資 附属書10A(国際慣習法) 附属書10B(収用）
第11章 知的財産 附属書11A（締約国別の経過期間）附属書11B（技術援助に係る要請の一覧）
第12章 電子商取引

13 ẵ
附属書 13A（第13.3条（反競争的行為に対する適当な措置）及び第13.4条（協力）の規定のブルネイ・ダルサラーム国につい
ての適用）
附属書 13B（第13.3条（反競争的行為に対する適当な措置）及び第13.4条（協力）の規定のカンボジアについての適用）
附属書 13C（第 13.3 条（ に対する適当な措置）及び第 13.4 条（協力）の規定のラオスについての適用）
附属書 13D（第 13.3 条（ に対する適当な措置）及び第 13.4 条（協力）の規定のミャンマーについての適用）

第14章 中小企業
第15章 経済協力及び技術協力
第16章 政府調達 附属書16A（透明性に関する情報を公表するために締約国が用いる紙面又は電子的手段）
第17章 一般規定及び例外

18 τḩβϥṛ 附属書18A（RCEP合同委員会の補助機関の任務 ）
19 ᵔὨ
20 Ω ṛ

附属書I 関税に係る約束の表 附属書II サービスに関する特定の約束に係る表 附属書III サービス及び投資に関する留保及び適合し
ない措置に係る表 附属書IV 自然人の一時的な移動に関する特定の約束に係る表
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前文と

総則

(1章、18章、20章)



https://www.mofa.go.jp/files/100129086.pdf
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ρΰοχ
¸ 交渉の背景を記録するため
¸ EPA を締結した当事者の共通の願望及び目的を記載するため

RCEPχ πᴡϬᾋϥΤʿ
(第1項）2012年11月20日のRCEPの交渉開始に関する共同宣言
及びRCEP交渉のための原則ガイドと目的

2012-Guiding-Principles and Objectives-for-Negotiating-the-RCEP-1.pdf (nus.edu.sg)
*ASEAN加盟国とASEANのFTAパートナーとの間で、ᾝ σʺ ᶧ σʺלχ‰Μʺẉό῀Ἳ σ 経済上の連携を構築するためのものです。 *RCEPは
ASEANχ を認識します 。
*RCEPでは、╥ᴥχ ᵬ の違いを考慮し、 ʾ₯Ӱ Ἆ の規定を含む適切な形態の柔軟性にᴥΠο 、ASEAN+1の既存のFTAとの整合性を κν
νʺ可能な場合には、ῇ χASEANᴥ τ ᴥχ を提供します。 * ⌐│8≈─ が挙げられ 、2015 ╕≢⌐ ╩ ⅎ╢↓≤⅜
≤↕╣≡™╕∆。

(第2項）地域の経済統合／経済成長／ 「公平な経済発展」／経済協力
(第3項）「新たな雇用機会を創出し、生活水準を向上させ、国民の一般的な福祉を向上させる」ための経済連携
(第4項）貿易・投資、地域的・世界的なサプライチェーンのための明確で相互に有利なルール
(第5項）WTO協定と既存のFTAに基づくもの
(第6項）異なる開発レベルが指定されるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム
(第7項) 良好なガバナンスと予測可能で透明性のある一貫したビジネス環境
(第8項) 各締約国が正当な公共の福祉目的を追求するために規制を行う権利を再確認
(第9項）持続可能な開発の3つの柱（経済・社会・環境 ）とEPAが、持続可能な開発のために重要

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/07/2012-Guiding-Principles-and-Objectives-for-Negotiating-the-RCEP-1.pdf
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χ ʿ
- 条約全体について規定する
- 各章で特別に規定されていない限り、すべての章に適用される規則を規定する
- 条約の法的枠組み/構造を提供する
- 条約の法的効力に関する規則を定める

χ︠σ
- 条約の目的を設定する
- 条約で使用される一般的定義を提供する
- 行政手続き（透明性、行政審査）を規定する
- 条約の制度的取り決め（各種委員会）を規定する
- 一般的な例外と国家安全保障上の例外を設定する
- 条約の締結、改正、脱退、加盟に関する手続きを規定する

1 : χṛ ẉόԁ Ṱ
第17章：一般規定及び例外（別のウェビナーで取り上げます）

18 ʿ τḩβϥṛ
第19章：紛争解決

20 ʿΩ ṛ



1 https://www.mofa.go.jp/files/100129087.pdf
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf
ˢ ˣ 「冒頭の規定及び一般的定義」の章では、RCEP協定の目的を規定しています。この目的は、特に後発開発途上締約国の発展段階
及び経済上のニーズを考慮しつつ、地域的な貿易及び投資の拡大を促進し、並びに世界的な経済成長及び発展に貢献するため、現代的な、
包括的な、質の高い、及び互恵的な 経済上の連携を構築することにあります。また、この章には一般的定義も含まれています。

 ᾋ ΰ ̍ תּ

第1条1項 地域的な包括的経済連携の自
由貿易地域としての設定

「関税と貿易に関する一般協定（GATT、1994年）の第24条及びサービス貿易一般協定第5条に準
拠しています。
*FTA/EPAは、WTOのMFN（最恵国待遇）原則の例外ですが、以下の要件を満たすことで有効と
なります。
- GATT 24 ˢ χ Ӭˣ
- 非EPA/FTA加盟国への障壁を高めることの禁止
- 以下の撤廃：✓当事者間の「実質的にすべての貿易」に対する関税 ✓その他の商業上の制限的
な規制
- “合理的な期間 ”での実施
- WTOへの通知
- GATS 5 ˢЂ˔РІχ Ӭˣ
- 充実した分野別の対象範囲
- WTOへの通知

第1条2項 一般的定義 -15件のWTO協定を定義
- 「この協定」とは、本RCEP協定のことです。
- 「日」、「現行の」、「尺度」、「者」、「法人」などの定義に注意してください。また、

RCEP合同委員会（第18章）についてもご注意ください。
- 後発開発途上国（国連カテゴリー）の締結国 カンボジア、ラオス、ミャンマー

第1条3項 目的 (1)要約の通り(2) χ Ӭを漸進的に自由化し、及び円滑化する。(3)Ђ˔РІχ Ӭを漸進
的に自由化する。(4) 地域における自由で促進的かつ競争的な Ɫ環境を創出する。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf


18 https://www.mofa.go.jp/files/100129125.pdf
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf

ˢ ˣ 制度に関する規定章は、RCEP協定の制度上の取決め並びにRCEP閣僚会合、RCEP合同委員会、物品、サービス及び投資、持続可
能な成長並びにビジネス環境に関する4つの委員会、及びRCEP合同委員会によって設立されるその他の補助機関の構造について規定してい
ます。RCEP合同委員会は、この協定の実施及び運用に関する問題を検討するために設置されます。さらに、RCEP合同委員会は、RCEP閣
僚に報告し、適当な場合には、検討及び決定のためにRCEP閣僚に対して問題を付託することができます。

 ᾋ ΰ ̍

第18条1項 RCEP閣僚会合 -発効日から1年以内、その後は1年ごとに会合を開き、総意による決定を行うこと。

第18条2項

第18条3項

第18条4項

第18条5項

RCEP合同委員会の設立

RCEP合同委員会の機能

RCEP合同委員会の議事規則

RCEP合同委員会の会合

-発効日に設立され、締約国の「上級官僚」で構成される。

-RCEPの実施、運用、修正案の検討、RCEPの解釈と適用に関する議論、 第18条6項に基づく補助
機関への機能委譲、RCEP事務局の設立と監督、 ビジネス・セクター、専門家、学識経験者を含
む意見交換の実施

-総意による決定（欠席者は決定事項の配布後14日以内に承認すること）、最初の会議で手続き規
則を制定する 。
-発効日から1年以内でRCEP閣僚会議の初回開催前に開催し、その後は毎年開催すること。会議の
開催地と共同議長は、ASEANと非ASEANで交代制で分けること。共同議長は、会議の効果的かつ
公平な運営を確実に行うこと。

第18条6項

第18条7項

RCEP合同委員会の補助機関

補助機関の会議

-RCEP合同委員会の第1回会合で設置される4つの委員会で、附属書18Aに定める機能 を持つもの
とし、委員会は発効日から1年以内に開催する。RCEP合同委員会は、他の機関を設置することが
できる。
-各締約国が代表を務め、ASEANと非ASEANが共同議長を務め、RCEP合同委員会の指示により開
催される。

第18条8項 連絡部局 -締約国の間で発効日から30日以内に通知される連絡先

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf
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18A https://www.mofa.go.jp/files/100129126.pdf 
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Å 2 (物品の貿易)  3 (原産地規則) 4 (税関手続及び貿易円滑化) 5

( ) 6 (任意規格、強制規格及び適合性評価手続) 7 (貿

易上の救済)

Ђ˔РІρ Ɫ

Å 8 (サービスの貿易)

Å 9 (自然人の一時的な移動)

Å 10 (投資)

ⱱ ᴦ σ

Å 14 (中小企業) 

Å 15 (経済協力及び技術協力)

РЅКІḕẽ

Å 11 (知的財産)  12 (電子商取引)

Å 13 (ẵ )  16 (政府調達)



20 https://www.mofa.go.jp/files/100129124.pdf
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf
ˢ ˣ最終規定章は、RCEP協定と他の国際協定との関係、一般的な見直しの仕組み、協定の改正手続、加入規定について規定しています。
RCEP協定は、協定が効力を生じた後18ヶ月後を経過した後、全ての国又は独立の関税地域による加入のために開放しておきますが、18ヶ月の経
過を待たず、この協定が効力を生じた日から、原交渉国であるインドによる加入のために開放しておきます。また、この章は、RCEP協定の寄託者
を指定しています。この寄託者は、通告、加入要請及び批准書、受託書、 承認書又は加入書などの文書を受け取り、各署名国及び加入する国又は
独立の関税地域に配布することを主な役割としています。発効に関する規定では、RCEP協定が発効するめには少なくとも6のASEANの構成国であ
る署名国及び3の非ASEANの構成国 である署名国が、その60日後にRCEP協定の批准書、受諾書又は、承認書を寄託することが必要があることを
規定しています。

 ᾋ ΰ ―

第20条1項 附属書、付録、脚注 - 本契約の不可欠な部分を構成する

第20条2項 他の協定との関係 -本協定が既存の国際協定と共存するために、各締約国はそれらの協定に基づく自らの権利と義務
を確認する。
-RCEPと他の協定との間に矛盾がある場合、締約国は、DSの下での権利を損なうことなく、当該
協定のその他の締約国と協議することができます（ただし、RCEPよりも有利な協定がある場合で
も、矛盾があることを意味するものではありません）。

第20条3項 国際協定の修正または継承 - 他の国際協定が改正された場合、締約国はRCEPを改正する必要があるかどうかを協議すること
ができます。(指定のない限り自動更新はありません)

第20条4項 修正内容 -「全締約国が それぞれの法的手続きの完了を書面で寄託者に通知した 日から60日後」に発効す
る。

第20条5項
第20条6項
第20条7項
第20条8項

第20条9項

寄託者
効力発生
脱退
一般的な見直し

加盟

-本協定の寄託者として指定されたASEAN事務総長
-上記に要約
-締約国が寄託者に書面で通知してから6ヶ月後に発効
-発効日から5年後、その後は5年ごと（国際的な場での関連する進展を考慮）
-上記に要約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf
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(第13章)
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf

( ) 

競争章は、市場における競争を促進し、並びに経済効率及び消費者の福 祉を向上させることを目的とする。
この章は、各締約国が自国の競争法令令及び 競争政策を作成し、及び執行する主権的権利を認識し、並びに
公共政策又は公 共の利益に基づく除外又は免除ができることを認めつつ、締約国が反競争的行 為を禁止する
競争法令令を制定し、又は維持し、及びその競争法令令を実施するた め、当局を設置し、又は維持する義務
を含む。この章は、さらに、商業活動に従事する全ての団体について競争法令令を適用することを規定してい
る。この章 は、また、情報を交換することに関する規定を含み、及び執行活動における調 整を行うことを認
める。この章は、競争政策の作成及び競争法令令の執行を強化 するために必要な能力を開発するために締約
国が技術協力に関する活動を行う ことも規定している。消費者の保護についても、この章の規定の対象とな
り、 各締約国に対し、誤認させる慣行又は虚偽の若しくは誤認させる記載を取引に おいて使用することを禁
止する自国の法令を制定し、又は維持すること、消費 者の救済の仕組みについての意識及びその仕組みを利
用する機会を改善するこ と並びに消費者の保護に関する相互に関心を有する事項について協力すること を義
務付ける。いずれの締約国も、この章の規定の下で生ずる問題について、 ＲＣＥＰ協定の下での紛争解決を
求めることはできない。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100114908.pdf
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ẵ χ χ︠σ : 
- 条約の下で強化された貿易と投資を保護するために、市場での競争を促進する。
- 反競争的行為の規制、競争法令の実施を確実に行う。

- 競争当局が競争法令の実施において協力することを保証する。例：実施に関する通知／情報交換／調整

RCEP ẵ χ χἇ σ :
- 消費者福祉の範囲（第13条1項）及び消費者の保護（第13条7項)

- 主権に関する基本原則、及び「締約国間に存在する能力及び発展の水準に関する相当の差異」を認識すること（第13条2項)

- ブルネイ・ダルサラーム(3年)、カンボジア(5年)、ラオス(3年)、ミャンマー(3年)の移行期間(第13.3条、第13.4条)

- 技術協力及び能力開発（第13.6条）

RCEPχẵ χ χṛ
第13条1項:目的
第13条2項:基本原則
第13条3項:反競争的行為に対する適当な措置
第13条4項:協力
第13条5項:情報の秘密性
第13条6項:技術協力及び能力開発
第13条7項:消費者の保護
第13条8項:協議
第13条9項:紛争解決の不適用
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https://www.jftc.go.jp/kokusai/kokusaikyoutei/index.html （日本語） https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/agreements.html （英語）

EPA ṛ ԁ Ẹ χ “ ḧẸ

-ЄрϹЪ˔и
(2002 )

第12章:競争 第103条 反競争的行為、第104条 反競争的行為の規制に関する協力、第105条 紛争解決
〇

〇
(2017年)

- Ы й ˔ Є ϯ
ˢ2006 ˣ

第10章:反競争的行
為の規制

第131条 反競争的行為に対する措置、第132条 反競争的行為の規制に関する協力 第133条 第
13章の規定の不適用 〇 X

-Ќϱˢ2007 ˣ 第12章:競争 第147条反競争的行為の禁止による公正かつ自由な競争の促進
第148条 反競争的行為の禁止による公正かつ自由な競争の促進に関する協力、第149条 無差
別待遇、第150条 手続の公正な実施、第151条 第8条及び第14章の規定の不適用 〇 X

-ϱрЖКЄϯ
ˢ2008 ˣ

第11章:競争 第126条 反競争的行為に対する取組による競争の促進、第127条 競争の促進に関する協力; 第
128条 無差別待遇／第129条 手続の公正な実施／第130条 第九条2の規定の不適用 〇 X

-УиКϱˢ2008 ˣ 章なし X X

-ASEAN

ˢAJCEPˣˢ2008

ˣ

第8章:経済的協力 第52条 基本原則、第53条 経済的協力の分野（ (l) 競争政策）
X X

-ТϰзСр
(2008 )

第12章:競争 第135条 反競争的行為に対する取組による競争の促進、第136条 反競争的行為に対する取組
による競争の促進に関する協力、第137条 第15章の規定の不適用 〇 〇

(2013年)

-ЦЕЗЭ
(2008 )

第10章:競争 第99条 反競争的行為に対する取組による競争の促進／第100条 定義／第101条 反競争的行為
に対する取組による競争の促進に関する協力／第102条 技術協力／第103条 第6条第3項及び
第十三章の規定の不適用／第104条 第6条3及び第13章の規定の不適用／第104条 雑則

X 〇
(2013年)

CPTTPˢ2018 ˣ 第16章:

競争章
第16.1条:競争法令及び競争当局並びに反競争的な事業行為；第16.2条:競争法令の執行におけ
る手続の公正な実施; 第16.3条:私訴に係る権利；第16.4条:協力 第16.5条:技術協力; 第16.6条:

消費者の保護、第16.7条:透明性
第16.8条:協議 第16.9条:紛争解決の不適用

X 〇
(カナダ・オー
ストラリア)

https://www.jftc.go.jp/kokusai/kokusaikyoutei/index.html
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/agreements.html
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RCEP 

第13章 競争
WTOρẵ ├

Å 2004年7月の決定以降活動していないワー
キンググループ
https://www.wto.org/english/tratop_e/comp_e/comp_e.htm

Å 技術支援は2006年に終了
https://www.wto.org/english/tratop_e/comp_e/ta_e.htm

ẵ ộḧẸ

https://www.wto.org/english/tratop_e/comp_e/comp_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/comp_e/ta_e.htm
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13.1 #1：市場での競争を促進し、経済効率と יּ ♅を向上させる。
Å①反競争的行為を禁止する法令の制定及び維持を通じて
Å競争法令の作成及び実施に関する締約国間の②地域的な協力を通じて
#2：これらの目的の追求 は、締約国が貿易及び投資を促進するのに役立つ。
*各締約国は、競争法令を採用または維持しています（第13.3条1項に基づく義務）。
*競争に関する地域協力は、貿易と投資を促進します。

13.2 ṁ ᾖ 1.この章の目的に適合する態様で実施する締約国の義務
2.締約国は、(a)各締約国が 自国の競争法令及び競争政策を作成し、制定し、運用し、及び執行する主権的権利、(b)

競争法令及び競争政策の分野における能力及び発展の水準に関する締約国間の相当の差異を認識します。
*競争法令の策定と施行に関して、発展途上国の締約国 （すなわちカンボジア、ラオス、ミャンマー）は、（自国の
主権として）自国の状況を考慮する権利があります。つまり、他の締約国は、そのような「主権」を持って介入す
ることはできないのです。どのような競争法令を制定するかは、各締約国の裁量に委ねられています。

13.3 ẵ “Ӯτ
βϥ σ
1

1. 法規制
2. 制度化
3. 独立性
4. 無差別待遇
5. 適用範囲
6. 透明性
7.-10.適正手続き
11.適時性

注1：附属書A-D（ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、ラオス、ミャンマー）の移行期間に従う。
各当事者の義務：
1. （注2-反競争的な協定、支配的地位の濫用、反競争的なM&A）を禁止する 競争法令 及び規制 の制定ま
たは維持˲ Ϭ ρΰσΜ˳
2. 競争法令を効果的に実施するために、当局を設置又は維持すること。
3. 当局の の確保
4. 国籍に基づく差別のσΜ方法で競争法令を失効すること。
5. 競争法令を、所有者のいかんを問わず、商業活動に従事する全ての団体に適用する。除外又は免除については、
透明性があり、かつ、公共政策又は公共の利益に基づくものとする。
6. ֫ ︣ Ϭ Φ、競争法令を公に利用可能なものとする[ ]ʻ

7. 制裁または是正措置をとるための最終的な決定または命令の根拠及び当該決定又は命令に対する不服申し立てに
関する決定又は命令の根拠を、自国の法令、機密情報保護、及び公序良俗にしたがって公開する。
[︣ Φ χ῝ ήχᶎ ˳ 8. 是正措置をとる前に陳述する事業者の権利 9. 情報を得る事業者の権利 10. 不服申し
立て（独立した審理）を行う事業者の権利
11.競争案件の処理の適時性を「認識」する
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13.4

Ẹ 3

(a) 通知
(b) ディスカッ

ション
(c) 情報の交換
(d) 施行の調整

注3 - 附属書A-D（ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、ラオス、ミャンマー）の移行期間に従う。
-締約国は 、競争法令の効果的な執行を促進するためのそれぞれの競争当局の間における協力の重要性を認識しま
す。それぞれの法令及び重要な利益に適合する態様により、かつ、それぞれの利用可能な資源の範囲内で協力する
ことができます⁹その協力の形態には、次のことを含めることができます。
*締約国が協力する義務はありません。"利用可能なリソース "の範囲内での努力ベースのみ
*第13.4条の(a)から(d)に記載されている「形態」は一例であり、他の形態の協力を排除するものではありません。
(a) 競争法令の執行に係る時刻の活動 であって、当該他方の締約国の重要な利益に実質的に影響を及ぼし得ると認

めるものを› τᴦ σᾢϤ ϞΤに通報すること
(b) 要請があった場合には、当該要請を行った締約国の重要な利益に実質的に影響を及ぼす競争法令の執行 に関す

る問題について対処するために締約国間で討議すること
(c) 要請があった場合には、理解を促進し、又は競争法令の効果的な執行を円滑にするために締約国間で情報を交

換すること
(d) 要請があった場合には、同一の又は関連する反競争的行為に関し、締約国間で執行活動における調整を行うこ

と
*“要請があった場合には"とは、協力を行うための正式な記録された "書面 "が必要であることを意味します（競争当
局は非公式に協力することはできません）。
*協力は、「競争法令の執行活動」に関連し、「重要な利益に実質的に影響を及ぼす」ものでなければなりません。

ⱧỘ χӪ ›Μ(ᴠ )

̌1 :締約国Aの事業体Xが締約国Bの領域で事業を行っており、締約国Bの競争当局がXに対して競争法令を施行し、それが締約国Aの重要な
利益に実質的に影響を及ぼす可能性があると締約国Bが考えた場合、締約国Bは合理的に可能な限り速やかに締約国Aに通報することができます。
άχ ệᴞπʺXψςχϢΞσ“ ϬρϥάρΥπΦϥπΰϡΞΤʻ

#2 ДϰІϸАЄдр :締約国Aの事業体Xは、締約国Bの競争当局に合併許可申請を行い、締約国Bの競争当局は、その申請を遅らせることも拒否
することもできます。この合併は、締約国Aの重要な利益に実質的な影響を与えます。άχ ệᴞπʺXψςχϢΞσ“ ϬρϥάρΥπΦϥπ
ΰϡΞΤ。

ᶨ“יִ #3 τΣΪϥ ῖḊρ ʻ締約国Aの企業Xと締約国Bの企業Yがカルテル行為を行っており、締約国Aの競争当局がそのような情報を
入手します。締約国A及び締約国Bの競争当局は、協力することができます。άχ ệᴞπʺXψςχϢΞσ“ ϬρϥάρΥπΦϥπΰϡΞΤʻ

Ẹ
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13.5 χ 1.この章の規定は、締約国が自国の法令及び重要な利益に反して情報を共有することを要求するものではありませ
ん 。
*この章では、締約国が情報を共有する義務はありません。「重要な利益」は、曖昧な用語である可能性がありま
す。

2.締約国がこの章の規定に基づいて秘密の情報を要請する場合には、要請を行う締結国は、要請を受ける締約国に
対して次の事項を通報するものとします。
(a) 要請の目的
(b) 要請する情報の意図される使途
(c) 当該要請を行う締約国の法令であって、情報の秘密性に影響を及ぼし得るもの又は当該要請を受ける締約国が
同意していない目的のための情報の使用を要求し得るもの。

3. 締約国の秘密の情報の共有及び当該情報の使用 は、関係する締約国が合意する条件に基づくものとします 。
*締約国は、機密情報の使用について書面により合意しなければなりません。

4. 当該情報を受領する締約国は、(a) 当該情報の秘密性を保持すること、(b)当該情報を要請の時に開示した目的の
ためのみに 使用すること、(c) 当該情報を裁判所又は裁判官の行う刑事手続きにおいて証拠として使用しない こと
（外交ルートによる刑事手続を除く）、(d) 許可を得ていない第三者に開示しないこと、(e) 情報を提供する締約国
が要求する他の条件に従うこと。
*「外交ルートを通じた刑事手続」とは、刑事問題における相互法的支援に関する条約を意味します。

ⱧỘ χӪ ›Μ

1. ẵ ộτ ằήϦϥβϓοχ τ¬Ṑ "χЫ˔ϼϬνΪϥάρ
ˢ῝ᵫήϦοΜϥϜχϬ Ψˣ

2." ῐ●ʾӢ ḧχיּ ᾂ"χ Ϭ―Πϥ

( -2020 χᵠ Ứ♁ τṁξΦʺ ῐ●-Ӣ ḧχיּ ᾂΥ☼“ήϦϘΰθʻ)

χ
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13.6 Ṫ Ẹ ẉό ᵫ 締約国は、その資源の利用可能性を考慮しつつ、競争政策の作成及び競争法令の執行を強化するために必要な

能力を開発するための技術協力に関する活動において協力すること重要性に 「同意」します。
(a) 競争法令及び競争政策の作成及び実施についての関連する経験及び秘密でない情報の共有
(b) 競争法令及び競争政策に関するコンサルタント及び専門家の交流
(c) 研修のための競争当局の職員の交流
(d) 啓発のためのプログラムへの競争当局の職員の参加
(e) 締約国が合意する他の活動
*技術協力の規定も含まれています。日本・シンガポールMOC、日本・ベトナム協力合意、日本・フィリピン
MOC、日本・中国MOC（「技術協力の重要性を認識」） JFTC -

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210209.html

13.7 χיּ ῐ 1.締約国は、消費者の保護に関する法令及びその執行並びに締約国間の協力の重要性を認識しています。
2.各締約国は、誤認させる慣行又は虚偽の若しくは誤認させる記載を取引において使用することを禁止する法令
を制定し、または維持するものとします。
3. 各締約国は、また、消費者の救済の仕組みについての意識及びその仕組みを利用する機会を改善することの
重要性を認識しています。
4.締約国は、消費者の保護に関する相互に関心 を有する事項について協力することができます。その協力につ
いては、各締約国の法令に適合する様態により、かつ、自国の利用可能な資源の範囲内で行うものとします。
*"協力 "は締約国の義務ではなく、あくまでも相互利益のためのものですが、協力を行う場合には、利用可能な
資源の範囲内で協力を行う必要があります。

13.8 Ẹṳ 締約国の要請があった場合には、当該要請を受けた締約国は、当該要請を行った締約国との協議を開始します。
当該要請を行った締約国は、当該要請において、当該問題がどのように自国の重要な利益（関係する締約国との
間の貿易及び投資を含む。）に影響を及ぼすかについて、明示しなくてはなりません。当該要請を受けた締約国
は、当該要請を行った締約国の懸念に対して十分かつ好意的な考慮を払うものとします。

13.9 ᵔὨχ いずれの締約国も、この章の規定の下で生ずる問題について、第19章（紛争解決）の規定による紛争解決を求
めてはなりません。
*締約国の競争当局があらゆる紛争を解決します。競争政策に関するWTOの紛争解決プロセスは、WTOのワーキ
ンググループで検討されましたが、受け入れられませんでした。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210209.html
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Å すべての貿易相手国における競争法令に関する状況をモニターする

Å すべての貿易相手国における競争法令の執行状況を理解する

Å 各国の競争法令当局との良好なコミュニケーションチャネル及び関係を構築及
び維持する

Å 現地の競争法弁護士から有効なアドバイスや支援を受ける

Å RCEPの影響と恩恵に関する情報を広く社内（経営陣を含む）に広める

Å RCEPの見直しや改善のための政府への提言に貢献することを検討する
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ありがとうございました
ご質問や議論の機会があれば

以下にお問い合わせください

rpa@asean.or.jp


